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特別養護老人ホームあやすぎ荘重要事項説明書 

＜指定介護老人福祉施設＞ 

（令和８年４月 1 日現在） 

 

 当事業者（法人）は、ご契約者（ご利用者）に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供しま

す。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次のとおり説

明します。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

法 人 名 社会福祉法人 平成会 

所 在 地 熊本県山鹿市鹿北町岩野 5497-2 

電 話 番 号 0968-32-2117 ＦＡＸ番号 0968-32-3176 

代 表 者 氏 名 理事長  平 井 光 臣 

設 立 年 月 日 平成元年 11月 28日 

２ 事業所の概要 

事業所の名称 特別養護老人ホームあやすぎ荘 

所 在 地 熊本県山鹿市鹿北町岩野 5497-2 

電 話 番 号 0968-32-2117 ＦＡＸ番号 0968-32-3176 

管 理 者 氏 名 施設長  太田黒 賢策 

事業開始年月日 平成 1２年 4月 1日 

指 定 番 号 熊本県 4372500332 

利 用 定 員 50 名 

３ 営業日及び営業時間 

営 業 日 年中無休 

受 付 時 間 8：００～17：00 

４ 設備等の概要 

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造平屋建て 

居     室 
四人部屋 10室（多床室） 

個  室 10室（従来型個室） 

浴     室 一般浴室・特殊浴室 

ト イ レ 9 か所 

そ の 他 
多目的ホール（食堂・機能訓練室）1 室・静養室 1 室・診療室 1 室 

会議室 1 室・洗濯室 1 室・厨房 1 室・事務所 1 室 

※ 利用者又はご家族から居室の変更の希望があった場合は、居室の空き状況等勘案し判断します。又、利用者の心身の状況に 

より居室を変更する場合があります。その場合、事前に利用者及びご家族と協議の上変更するものとします。 
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５ 職員の体制 

職  種 配置人員 業務内容 

管 理 者 常勤兼務  １名 事業所の運営管理 

医 師 非常勤専従 １名 利用者の健康管理 

生 活 相 談 員  常勤専従  １名 相談援助業務全般 

看 護 職 員 
常勤専従  ２名 

利用者の健康管理 
非常勤専従 １名 

機能訓練指導員 常勤専従  １名 利用者の機能回復訓練 

介護支援専門員 常勤専従  １名 施設サービス計画の作成 

介 護 職 員 
常勤専従 １９名 

利用者の介護業務 
非常勤専従 ３名 

その他の職員 
常勤専従  1名 

洗濯・清掃業務 
非常勤専従 2名 

管理栄養士・栄養士 常勤専従  ２名 栄養管理 

調 理 職 員 
常勤専従  ４名 

調理業務 
非常勤専従  名 

６ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 要介護状態となった利用者が、施設サービス計画に基づき、可能な限り、

居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、

相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上のお世話、機

能訓練、健康管理及び療養上のお世話を行うことにより、利用者がその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目

的とします。 

運営の方針 

 事業者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重

視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、

他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携を図りながら、施設サービス計画に基づき、利用者の要

介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応

じて、妥当適切なサービスの提供に努めます。 
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７ サービス内容 

  当事業所が行う指定介護老人福祉施設サービスの内容は次のとおりです。  

  ① 施設サービス計画の作成 

    利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、施設サービス計画を作成します。 

  ② 居室及び共用施設の提供 

  ③ 入 浴 

    1週間に 2 回以上、利用者の心身の状況及び希望に応じて介助浴、特殊浴、個別浴又は清

拭を行います。 

  ④ 排泄の介助 

    利用者の心身の状況に応じて、おむつ交換、トイレ誘導等必要な介助を行います。 

  ⑤ 食 事 

    管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の嗜好や心身等の状況を考慮した食

事を適時適温で提供し、必要な食事介助を行います。又、利用者の自立支援に配慮して、

可能な限り離床して食堂にて食べていただくよう支援します。 

    食事時間（朝食 8：０0～  昼食 12：00～  夕食 17：00～） 

         ※ 食事時間は、行事等の都合で変更する場合があります。 

    また、管理栄養士が利用者の栄養状態を適切に評価し、その状態に応じて多職種共同によ 

    り栄養ケアマネジメントを行います。 

  ⑥ 口腔ケア 

    毎食後、利用者の心身の状況に応じた口腔ケアを実施します。 

    歯科衛生士により、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を計画的に実施 

しています。 

  ⑦ その他の日常生活上の支援 

    利用者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の支援を行います。  

⑧ 機能訓練 

    利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善

又は維持のための機能訓練を行います。 

  ⑨ 健康管理 

    医師及び看護職員が利用者の健康管理を行います。又、年 2回健康診断を実施します。 

  ⑩ 相談及び援助 

    常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、利用者又はその家族に

対し、その相談に適切に応じると共に、必要な助言その他の支援を行います。 

  ⑪ 社会生活上の便宜の提供 

    利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、利用者又はその家

族が行うことが困難な場合は、利用者又はその家族の同意を得て、代わって行います。 
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８ 利用料金 

 

（１）介護保険対象サービス費 

   契約者は、要介護認定に応じた介護報酬告示上の額から介護保険給付額を差し引いた差額分

（自己負担額：通常はサービス利用料金の１割負担となります。ただし、一定以上の所得のあ

る方は 2 割又は 3 割負担となる場合があります。詳しくは、「介護保険負担割合証」をご確認

ください。）を支払いいただきます。 

  

※ 以下の①および②の１）～３６）の料金は、1 割負担の額を表示しています。 

  ① 基本利用料（介護福祉施設サービス費） 

   ●従来型個室                ●多床室    

介護度 1 日当たりの自己負担額 

 

介護度 1 日当たりの自己負担額 

要介護 1 589 円 要介護 1 589 円 

要介護 2 659 円 要介護 2 659 円 

要介護 3 732 円 要介護 3 732 円 

要介護 4 802 円 要介護 4 802 円 

要介護 5 871 円 要介護 5 871 円 

   

 

　　②　各種加算

加算項目 加算額 備　　考

１） 初期加算 ３０円（日額）
入所日から３０日間加算
（医療機関への３０日以上の入院後の再入所時も加算）

２） 安全対策体制加算 ２０円（入所時に１回）
外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組
織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合

３） 日常生活継続支援加算 ３６円（日額）
要介護４・５の入所者または一定の要件を満たす認知症高齢者が厚生労働
大臣の定める割合以上入所し、かつ、介護福祉士を一定以上配置している
場合

４） 看護体制加算（Ⅰ） ６円（日額） 常勤の看護師を１名以上配置している場合

５） 看護体制加算（Ⅱ） １３円（日額）
看護職員を入所者５０名に対し３名以上配置し、かつ看護職員と２４時間
連絡がとれる体制を確保している場合

６） 夜勤職員配置加算（Ⅰ） ２２円（日額）
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に従い、必要となる夜勤職員の数
を上回って配置している場合

７） 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０円（月額）
入所者の心身の状況等に係る情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて
サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたって上記情報その他
サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合

８） 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０円（月額）

見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、利用者の安全並びに介護
サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委
員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基
づいた改善活動を継続的に行う場合  
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９） 個別機能訓練加算（Ⅰ） １２円（日額）
機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を行った
場合

１０） 個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０円（月額）
（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報
を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたって当該情報その他機能訓
練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する場合

１１） 個別機能訓練加算（Ⅲ） ２０円（月額）

・（Ⅱ）を算定し、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加
算を算定していること
・機能訓練指導員が訓練計画の内容等の情報、入所者の口腔状態、栄養状
態に関する情報を相互に共有していること

１２） 栄養マネジメント強化加算 １１円（日額）

・管理栄養士を中心に多職種共同で、低栄養状態のリスクが高い利用者に
対し、栄養ケア計画に従い食事の観察を週3回以上行い、入所者ごとの栄
養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施
・低栄養状態のリスクが低い利用者にも、食事の際に変化を把握し、問題
がある場合には早期に対応
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管
理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用している場合

１３） 療養食加算 ６円/回
利用者の病状等に応じて、医師の発行した食事せんに基づき管理栄養士の
管理のもとで療養食を提供した場合
（1日3回を限度）

１４） 口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円（月額）
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し、口腔ケアを月2回
以上行い、当該利用者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的
な技術的助言及び指導を行った場合

１５） 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０円（月額）

（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口
腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
場合

１６） 経口維持加算（Ⅰ） ４００円（月額）

経口により食事をし、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる利用者に対
し、多職種が共同して、利用者の栄養管理をするための食事の観察及び会
議等を行い、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示
を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合

１７） 経口維持加算（Ⅱ） １００円（月額）
（Ⅰ）を算定している場合であって、利用者の経口による継続的な食事の
摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛
生士が参加した場合

１８） 排せつ支援加算（Ⅰ） １０円（月額）

排泄に介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、
医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少な
くとも３月に1回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出かつ排
泄支援に当たって当該情報等を活用し、かつ3月に1回支援計画を見直し
ている場合

１９） 排せつ支援加算（Ⅱ） １５円（月額）

（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において、適切な対応を行うことに
より要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、
排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化
がない　または、おむつ使用ありから使用なしに改善していること
または、施設入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道
カテーテルが抜去されたこと

２０） 排せつ支援加算（Ⅲ） ２０円（月額）

（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において、適切な対応を行うことに
より要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、
排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化
がない、又は施設入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について尿
道カテーテルが抜去されたこと　かつ、おむつ使用ありから使用なしに改
善していること  
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２１） 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３円（月額）

イ　入所者ごとに施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発
生と関連のあるリスクについて入所時に評価し、その後３月に１回評価す
ること
ロ　イの評価の結果等の情報を厚労省に提出し、褥瘡管理の実施にあたっ
て褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
ハ　イの確認の結果褥瘡が認められ、又はイの評価の結果褥瘡が発生する
リスクがあるとされた入所者ごとに多職種が共同して、褥瘡ケア計画を作
成していること
ニ　入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その
内容を記録していること
ホ　３月に１回、入所者ごとの褥瘡ケア計画を見直していること

２２） 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３円（月額）
（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において、施設入所時等の評価の結
果、褥瘡が認められた入所者について褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発
生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと

２３） 外泊加算 ２４６円（日額） 医療機関への入院又は自宅等への外泊をした場合に、1月に6日間を限度

２４） 特別通院送迎加算 ５９４円（月額）
透析を要する入所者で、その家族や病院による送迎が困難であるなどやむ
を得ない事情がある方に対して、１月に１２回以上、通院送迎を行った場
合

２５） 新興感染症等施設療養費 ２４０円（日額）
入所者が新興感染症に感染した際に、相談対応、診療、入院調整等を行う
医療機関を確保し、かつ感染した入所者に対し適切な感染対策を行った上
で介護サービスを行った場合（１月１回、連続する５日を限度）

２６） 若年性認知症入所者受入加算 １２０円（日額）
若年性認知症入所者に対して個別の担当者を決め、介護サービスを提供し
た場合

２７） ７２円（日額） 死亡日の４５日前～３１日前

２８） １４４円（日額） 死亡日の３０日前～４日前

２９） ６８０円（日額） 死亡日の前々日、前日

３０） １,２８０円（日額） 死亡日

３１） 退所時情報提供加算 ２５０円（回）
医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対して、入所者
の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合

３２） 退所時栄養情報連携加算 ７０円（回）
・特別食を必要とする入所者または低栄養状態にある入所者
・施設管理栄養士が退所先の医療機関に対して、当該者の栄養管理に関す
る情報を提供した場合

３３） 再入所時栄養連携加算 ２００円（回）
・再入所者であって、厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする入所者
・医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成する場合

３４） 退所前（後）訪問相談援助加算 ４６０円（回）
入所期間が１か月を超えると見込まれる入所者に加算要件を満たす援助を
行った場合

３５） 退所時相談援助加算 ４００円（回） 　　　　　　　　　　〃

３６） 退所前連携加算 ５００円（回） 　　　　　　　　　　〃

看取り介護加算（Ⅰ）

 

 

3７） 介護職員等処遇改善加算 Ⅰ  

    所定単位数に 14.0％を乗じて得た額で算定されます 

＊介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもので、 

事業所が介護職員処遇改善計画を作成し熊本県に届け出る等、各種要件に適合している 

場合に加算されます。 
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（２）食費、居住費 

   食費、居住費の額（基準費用額）については、次のとおりです。ただし、市町村から「介護

保険負担限度額認定証」の交付を受けた方（特定入所者介護サービス費対象者）は、認定証に

記載された負担限度額が利用者負担額となります。 

  （基準費用額） 

食    費 

（1 日につき） 
1,445 円 

居 住 費 

（1 日につき） 

多 床 室   915 円 

従来型個室 1,231 円 

 

 ※ ご契約者が入院又は外泊期間中において、居室が契約者のために確保されている場合は、居住費

をお支払いいただきます。（特定入所者介護サービス費対象者は、介護保険からの補足給付は 6 日

間（月をまたぐ場合は最長で 12 日間）のみで、7 日目以降は基準費用額の全額を負担いただきま

す。）ただし、ご契約者の居室を短期入所生活介護に利用した期間は、居住費をお支払いいただく必

要はありません。 

 

（３）その他の料金 

  ① 理美容サービス 

    理美容サービス（カット）を希望される場合は、毎月 1 回（第 2月曜日）委託美容師が行

います。料金は 2,000 円です。 

  ② 口腔ケア用品  重要事項説明書別紙のとおり 

 

※ 上記料金（利用料金（1）～（2））について、法改正等による介護給付費の変更があった場合、 

（3）については、物価変動等の理由により利用料金を変更する場合があります。 

 

９ 利用料金のお支払方法 

  当月の料金合計額の明細を記入した請求書を、翌月 10 日までに利用者又は家族に送付いたし 

ますので、口座自動振替又は現金にてお支払い下さい。又、お支払いを確認した後、領収書を発 

行いたします。 

 

１０ 緊急時の対応 

  利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関及び

家族に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

１１ 事故発生時の対応 

  ① サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に、

必要な措置を講じます。 

  ② サービスの提供にともなって事業所の責めに帰すべき事由により、賠償すべき事故が発生
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した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１２ 虐待防止について 

    事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、

従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。 

虐待防止に関する担当者 介護課長 坂口文大 

 

１３ 協力医療機関等 

  当事業所は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を、利用者の歯科疾患の診療

及び口腔ケア指導協力のための歯科医療機関を次のとおり定めています。 

  医 療 機 関 名  医療法人春水会 山鹿中央病院 

  所 在 地  山鹿市山鹿 1000 番地 

  主な診療科目  内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、皮膚科 

 

  歯科医療機関名  小林歯科医院 

  所 在 地  山鹿市鹿北町四丁 1632-1 

  歯科医療機関名  宮坂歯科医院 

  所  在  地  山鹿市山鹿 332 

 

１４ 入所について 

  ① 当施設の入所については、要介護 3 以上の認定を受けた方又は要介護 1 又は 2 の方で特

例的な入所が認められる方、若しくは老人福祉法による措置入所が必要な方が対象となりま

す。 

  ② 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入

所申込者を優先的に入所させるよう努めます。 

  ③ 当施設は、入所申込者が次の要件に該当する場合を除きサービスの提供を拒みません。 

   ・ 伝染性の疾患を有し、他の入所者に伝染させる恐れがある者。 

   ・ 重度の精神障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れがある者。 

   ・ 医療機関において入院加療の必要がある者。  

 

１５ 退所について 

  ① ご利用者はいつでも退所することができます、退所を希望する 7日前までに申し出てくだ 

   さい。 

  ② 利用者の要介護認定の更新の結果、要介護３、要介護４、要介護５以外の認定を受けた場 

   合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。ただし、要介護 1 又は要介護 2 の認 

   定を受けた方で、平成 27 年 4 月 1日以前に入所された方及び特例入所が認められる方を除 

   きます。 
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  ③ 次の事由に該当する場合は、この契約は自動的に終了します。 

   ア 利用者が他の介護保険施設へ入院又は入所した場合。 

   イ 利用者が亡くなられた場合。 

  ④ 利用者が医療機関に入院し、明らかに 3か月以内に退院できる見込がない場合又は、3か 

月を経過しても退院できないことが明らかになった場合、契約を終了させていただきます。

尚、退院後再入所を希望される場合はご相談下さい。 

  ⑤ 次の事由に該当する場合は、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、こ 

の契約を終了します。 

ア 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく 3か月以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらす支払われない場合。 

イ 利用者又は家族が事業所や職員又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの

背信行為を行った場合。 

ウ やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合。  

 

１６ 利用者の留意事項 

  当事業所の利用に当たっては、次の事項にご留意下さい。 

①  面会は、10 時～16 時までで予約制となります。30 分間隔で事前に予約をお取りくださ 

い。終末期の場合等は、この限りではありません。 

  ② 故意に事業所の設備、備品等に損害を与えたり、持ち出したりしないで下さい。 

  ③ 指定された場所以外において火気を用いないで下さい。 

  ④ 喫煙する場合は、所定の場所で喫煙してください。 

  ⑤ 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしないで下さい。 

  ⑥ 外出又は外泊を希望される場合は、外出（外泊）届により事前に届け出て下さい。 

  ⑦ 事業所内へのペットの持ち込みはご遠慮下さい。 

   利用者の故意又は重大な過失により、施設、設備等を破損、汚損若しくは変更した場合には、    

利用者の負担により、現状に復するか、又は相当の対価をお支払いいただく場合があります。 

 

１７ 非常災害対策 

① 当事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しておくとともに、非常災害に備えるた

め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

  ② 防火管理者、火元責任者を選任して防火対策を行います。 

  ③ 当事業所には、防火設備として、自動火災報知器、消火器、避難誘導灯を設置しています。 

  ④ 防火設備は、年 2 回専門業者による点検を行います。 

  ⑤ 非常災害に備えるため、以下の訓練を行います。 

   ・防火教育及び基本訓練（消火、通報、避難誘導） 年 2回以上 

   ・利用者を含めた総合訓練（夜間想定訓練含む）  年 2回以上 

   ・非常災害用の設備の使用方法の徹底       随時 
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１８ 感染症や災害の対応力強化 

   感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けれる 

  よう、事業を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 

  （以下「業務継続計画」）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対し 

  て、必要な研修及び訓練を実施します。感染症が発生、又はまん延しないように、次の措 

  置を講じるものとします。 

①  感染症の発生又はそのまん延を防止するための指針の整備 

②  感染症の発生又はそのまん延を防止するための研修及び訓練の実施 

 

１９ 苦情処理 

   当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

  

  

  

 

   

２０ 第三者評価の実施状況 

   当施設では、第三者評価は実施しておりません。  

苦情受付窓口 特別養護老人ホームあやすぎ荘 

電 話 番 号 0968-32-2117 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 0968-32-3176 

Ｅ － メ ー ル ayasugisou@ayasugisou.com 

苦情受付担当者 生活相談員  島田 秀 

苦情解決責任者 施設長 太田黒 賢策 

受 付 時 間 
8：00～17：00（月曜～金曜） 

担当者が不在の場合は、事業所の他の職員が対応いたします。 

苦 情 処 理 

第 三 者 委 員 

社会福祉法人平成会監事 

野中 弘樹  （連絡先：0968-32-2205） 

井手 節幸  （連絡先：0968-32-2404） 

そ の 他 の 

苦情受付機関 

・熊本県健康福祉部高齢者支援課 

 住所：熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

 電話：096-333-2215 

・熊本県国民健康保険団体連合会 

 住所：熊本市東区健軍 2 丁目 4番 10号（市町村自治会館内） 

 電話：096-214-1101（介護サービス苦情・相談窓口） 
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２１ 利用料金表（単位：円） ※1 割負担の場合の利用料金 

 

① 多床室 

要 介 護 度 要介護 3 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 732 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 0 430 430 430 915 

日額（①＋②＋③）④ 1,032 1,552 1,812 2,522 3,092 

月額（④×30 日） 30,960 46,560 54,360 75,660 92､760 

 

要 介 護 度 要介護４ 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 802 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 0 430 430 430 915 

日額（①＋②＋③）④ 1,102 1,622 1,882 2,592 3,162 

月額（④×30 日） 33,060 48,660 56,460 77,760 94,860 

 

要 介 護 度 要介護５ 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 871 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 0 430 430 430 915 

日額（①＋②＋③）④ 1,171 1,691 1,951 2,661 3,231 

月額（④×30 日） 35,130 50,730 58,530 79,830 96,930 

 

※上記利用料金の他、利用者の状況や事業所の体制により、８の（１）の②の１）～37） 

の該当加算料金をご負担いただきます。 
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② 従来型個室 

要 介 護 度 要介護 3 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 732 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 380 480 880 880 1,231 

日額（①＋②＋③）④ 1,412 1,602 2,262 2,972 3,408 

月額（④×30 日） 42,360 48,060 67,860 89,160 102,240 

 

要 介 護 度 要介護４ 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 802 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 380 480 880 880 1,231 

日額（①＋②＋③）④ 1,482 1,672 2,332 3,042 3,478 

月額（④×30 日） 44,460 50,160 69,960 91,260 104,340 

 

要 介 護 度 要介護５ 

利 用 者 負 担 段 階 1 段階 2 段階 3 段階① 3 段階② 4 段階 

基 本 利 用 料 ① 871 

食 費 ② 300 390 650 1,360 1,445 

居 住 費 ③ 380 480 880 880 1,231 

日額（①＋②＋③）④ 1,551 1,741 2,401 3,111 3,547 

月額（④×30 日） 46,530 52,230 70,230 93,330 106,410 

 

※上記利用料金の他、利用者の状況や事業所の体制により、８の（１）の②の１）～37） 

の該当加算料金をご負担いただきます。 
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〔特養・R６年度介護報酬改定版〕 

   

同  意  書 

 

 

 指定介護老人福祉施設サービスの利用に当たり、契約書及び重要事項説明書に基づいて重要な事

項を説明しました。 

 

 

事業者 

所在地   熊本県山鹿市鹿北町岩野 5497-2 

名 称   社会福祉法人 平成会 

代表者   理事長  平 井 光 臣 

 

説明者   職名       氏名            

 

 

 

 私は、契約書及び重要事項説明書に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老人

福祉施設サービスの提供開始に同意します。 

  

 

令和  年  月  日 

 

利用者住所                            

 

利用者氏名                            

 

 

代理人住所                            

 

代理人氏名                            

                           続柄（        ） 


